
協賛・出展のご案内

会期： 2027年3月9日(火)～10日(水)

会場： グランドメルキュール札幌大通公園

主催：

調整済み



調整済み

Contents

2

● 開催趣旨 P.3

● 開催概要 P.4

● 開催概要 ー ポイント P.5

● Why SAPPORO ? P.6

● 会場までのアクセス P.7

● 会場周辺情報 P.8

● 会場利用計画 P.9

● 対象分野／出展カテゴリー P.10

● 出展／協賛プラン｜ビジネスエリア P.11

● ビジネスマッチングシステムについて P.13

● 出展／協賛プラン｜インディーゲームエリア P.14

● そのほかの企画・協賛について P.15

● スケジュール P.16

● 出展規約・展示会場内出展規定 P.17



開催趣旨

日経Gamingは国内外でも珍しい「ビジネス視点のゲームメディア」として2025年7月に創刊。

以来、ゲーム業界はもちろん、ゲームと関わりを持つ異業種のビジネスパーソンにも役立つ、

ゲーム産業の最新動向、ビジネス戦略、技術情報などを発信してきました。

その日経Gamingが2027年、新たな挑戦を始めます。それがゲームビジネスイベント「GLGa2027」です。

GLGa2027 は出展社と来場者が一つの空間に集まり、交流や商談を行う滞在型のイベントです。

ゲーム開発、クラウド技術、マーケティング支援などのBtoB企業はもちろん、新たにゲーム産業への参入を検討している企業にも

出会いの場を提供。インディーゲーム企業や開発者には、東京ゲームショウで開催されている「Selected Indie 80」

(1,000社以上の応募の中から選出されたインディーゲーム開発者80社がTGSに出展できる取り組み)への出展に向けた、ステップアッ

プの場にもしていただければと考えています。また、出展社、来場者に役立つビジネスセミナーなども企画中です。

日本に今までなかったビジネス特化のゲーム関連イベントを、地方コミュニティーとも連携しながら展開することで、

ゲーム業界のさらなる盛り上がりに貢献することを目指します。

イベント趣旨にご賛同いただける皆様の、国内外からのご出展、ご来場をお待ちしております。

日経Gaming 編集長 平野亜矢

調整済み
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開催概要

名 称 ： GLGa2027 NORTH ※初開催

主 催 ：

会 期 ： 2027年3月9日(火) ～10日（水）

会 場 ： グランドメルキュール札幌大通公園
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西11丁目1番地1
https://grand-mercure-sapporo-odoripark.jp/access/

来場予定者数 ： 500人

想定出展小間数 ： 60小間（予定）

原稿確定です
調整済み
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開催概要ーポイント

滞在型のビジネスイベント

「滞在そのもの」が付加価値になる札幌での開催により、
時間と体験を共有することで、出展社と来場者との距離が近くなり、
より深いビジネス価値を生み出します。

札幌ならではの会場立地

機能性と利便性を兼ね備えた、都市型立地が
国内外のゲームビジネス関係者を魅了します。

メディア主導のゲームイベント

イベント会場を1つの媒体として設計し、
体験・試遊・対話を通じてゲームビジネスの価値を発信します。

調整済み



札幌から、世界市場への新たな起点へ
開発のグローバル化が加速する中、札幌は「世界市場へ直結する新たなハブ」として、確かな可能性が期待されています。 

その背景には、eスポーツ世界大会の誘致実績や、観光資源と都市機能が高度に融合した国際都市としての強みがあります。

この土壌は、海外パブリッシャーや投資家を惹きつける強力なフックとなり、東京とは異なる独自のビジネスマッチングを

可能にします。本イベントではこれらを最大限に生かし、インディーゲームクリエイターの独創性とグローバルな投資機会の融合や、

ゲームにおける開発・パブリッシング・マーケティングのグローバル化を加速させます。 

本イベントは国際的な観光都市である札幌の強みを生かした「滞在型ビジネスイベント」として、良質なネットワーキングの場を

提供し、都市の利便性と北海道ならではの景観美を背景に、世界へ開かれたビジネスチャンスを提供します。

Good Luck with your Gaming！

札幌で、濃密に、確かなビジネスへ —
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Why SAPPORO?

調整済み



羽田空港から約1時間30分

新
千
歳
空
港

空港バス  ：約1時間15分
○新千歳空港 → グランドメルキュール札幌大通公園 ゆき
○下車駅：グランドメルキュール札幌大通公園

・北京から約3.5時間

・香港から約5.5時間

・バンコクから約7時間・マニラから約5.5時間

・台北から約4時間

・シドニーから約11時間 *

・クアラルンプールから

約7.5時間

・シンガポールから

約7時間15分

・ソウルから約3時間

・バンクーバーから

約8時間15分 * 

グ
ラ
ン
ド
メ
ル
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ュ
ー
ル
札
幌
大
通
公
園

JR
札
幌
駅

地
下
鉄

新
札
幌
駅

西
11
丁
目

大
谷
池

JR千歳線
快速約28分

地下鉄に
乗り換え

地下鉄
約11分

バス
約35分

地下鉄東西線に
乗り換え

地下鉄
約17分

徒歩3分

タクシーで約5分【直行便】
*特定の時期のみの運行の場合もございます
最新情報については、北海道 新千歳空港の公式サイトよりご確認ください

【その他 主要都市】

・ロンドンから約15～20時間
・ニューヨークから約15～20時間
・パリから約15～20時間
・アムステルダムから約14～18時間
・上海から約3.5～4時間
・ベルリンから約15～20時間

・ドバイから約15～20時間
・ポーランドから約15～20時間
・ブラジルから約25～35時間
・インドから約10.5～12時間
・インドネシアから約9.5～10.5時間

原稿確定です
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会場までのアクセス

△調整済み



◤ すすきの

◤ 大通公園

◤ 大倉山展望台

◤ 札幌市時計台

人気の観光地
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◤ みそラーメン ◤ ジンギスカン

人気のグルメ

◤ スープカレー ◤ 海鮮

原稿確定です

会場周辺情報
日本でも人気の観光地、札幌。多くの人気観光スポットがあり、特に、冬には雪を見るために国内外から多くの人訪れています。
また、みそラーメンやジンギスカンをはじめ、おいしいグルメがたくさんあることも札幌の魅力の１つです。

◤ ビール

調整済み



グランドメルキュール札幌大通公園
会場図（イメージ）

原稿確定です
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会場利用計画

調整済み



対象分野／出展カテゴリー
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本イベントでは、グローバルのゲームビジネスを構成する以下の５つのカテゴリーを募集します。
コンテンツ、それを支える技術ソリューション、そして成長を加速させる投資。

「作る（開発）」「売る（投資）」「育てる（人材）」が揃ったBtoBイベントを構築します。

ゲーム関連製品・サービス・ソリューション

パブリッシング支援、マーケティング、ローカライズ
ミドルウェア、開発ツール、エンジン
運営・分析ソリューション、インフラ・クラウドサービス

インディーゲーム開発（クリエイター・スタジオ）

独創的なアイディアを持つ独立系開発者
国内外のPC・コンソール・モバイル向けタイトル
プロトタイプ段階からリリース直前までのゲームコンテンツ

他業種参入・オープンイノベーション

eスポーツをマーケティングに活用したいスポンサー企業
地域課題解決にゲーム要素を取り入れたい自治体・団体 
自社IPをゲーム化したい版権元（アニメ・出版・食品など）

パブリッシング・マーケティング支援・投資法人・
ビジネスパートナー

パブリッシャー、プラットフォーマー
ベンチャーキャピタル（VC）、
新規事業・協業を模索する事業会社

ゲーム人材・キャリアソリューション

採用支援（エージェント・プラットフォーム）
教育・研修プログラム、リスキリングサービス
学術機関（大学・専門学校）による研究・教育成果の展示
若手クリエイターと企業をつなぐスカウティング機会

調整済み



セミナー協賛プラン

1,200,000円（税別）

ブース出展プラン

600,000円（税別）
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出展／協賛プラン ビジネスエリア

ブース・セミナー
セット協賛プラン

1,600,000円（税別）

■ ご提供内容

• 展示台付ターンキーブース
(1,485mm×495mm)

• 自社スペース(2ｍ×2ｍ)
• スポット×2灯
• チェア×2脚
• 出展社パス×2枚
• 来場者向け招待券×5枚
• 40分講演×1枠（80名会場）
• リスト提供（自社セミナー登録者）
• 講師パス×2枚
• ランチ
• 懇親パーティ
• マッチングシステム

■ ご提供内容

• 40分講演×1枠（80名会場）
• リスト提供（自社セミナー登録者）
• 講師パス×2枚
• ランチ
• 懇親パーティ
• マッチングシステム

■ ご提供内容

• 展示台付ターンキーブース
(1,485mm×495mm)

• 自社スペース(2ｍ×2ｍ)
• スポット×2灯
• チェア×2脚
• 出展社パス×2枚
• 来場者向け招待券×5枚
• ランチ
• 懇親パーティ
• マッチングシステム

調整済み
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ブース（イメージ） ◤ 正面からのイメージ

原稿確定です

◤ 上部からのイメージ

出展／協賛プラン ビジネスエリア



GLGaでは、年々高まる商談ニーズ、ゲーム産業におけるグローバル化を後押しをするため、すべての出展社が無料で利用できる
ビジネスマッチングシステムを稼働いたします。本システムはGLGa会期中における商談依頼からミーティングまで、
すべてワンストップで実現できるものです。

出展社、来場者ともに利用登録が可能なため、本システム上で、出展社同士はもちろん、出展社と来場者の商談が可能になります。
リアル会場での商談とオンライン商談の両方のアポイントが可能なハイブリッドシステムです。

ビジネスマッチングシステム
出展社

来場者

商談依頼

出展社資料/画像/映像
のアップロード

商談依頼

登録（無料）
／ログイン

登録（有料）
／ログイン

※すべての出展社が登録
（利用を希望しない場合の非表示も対応）
※出展社をコーナーに分けて掲載
※出展社の「目的」に沿って、
マッチングをサポート（リコメンドなど）

※マッチングを活発にするため、
出展社のプロフィール登録や目的の入力
を事務局として促進

商談（リアル/オンライン）

相手先検索
↓

アポイント
申し込み

↓
商談日時決定

↓
商談

企業一覧探す スケジュール

おすすめ 来場者 出展社ALL

原稿確定です

ビジネスマッチングシステムの概要

13
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出展／協賛プラン インディーゲームエリア

調整済み

インディーゲームをテーマにした主催セミナーやピッチコンテストなどの企画に加え、

各種インディーゲームエリア協賛プランの募集を順次予定しております。

最新情報はまもなく公開予定です。もう少々お待ちください。

無料出展企画

選考を経て選ばれた作品は
GLGaに無料で出展可能

インディーゲームをテーマにした

主催セミナー

豪華な登壇者から
実際の成功例や開発秘話を聴ける

ピッチコンテスト

ゲームのアイディア・完成度を
競い合うピッチコンテスト
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そのほかの企画・協賛



※出展申込締切日後の解約料： 出展料の100％ （解約料発生日 10月31日～）

出展の申込手順

公式Webサイトの

ボタンをクリック出展申込はこちら

入金締切日までに
ご入金ください

★出展社説明会はオンラインで開催予定

原稿確定です
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出展に関するスケジュール

全体スケジュール

出展申込 受付開始 出展申込締切 入金締切 出展社説明会

202６年

4月１0日(金)

202６年

10月30日(金)
JST 23:59

202６年

1１月30日(月)

202６年

12月中旬

出展申込受理通知
メールが届きます

事務局による
申込内容確認

自動返信メール
が届きます

出展申込
フォームに入力

公式サイトURL

https://events.nikkeibp.co.jp/glga/2027/jp/exhibitor/

https://events.nikkeibp.co.jp/glga/2027/jp/exhibitor/


調整済み
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出展規約・展示会場内出展規定
P.18～26に掲載している各規約を必ずご一読のうえ、お申込みください。



「「GLGa2027 出展規約」（以下「本規約」という）は、「GLGa2027」（リアル展示、セミナー等を含む一切の展示・情報発信の場を含む、以下「本イベント」という）に関し、主催者である
株式会社日経ＢＰ（以下「主催者」という）と本規約に同意した出展社（以下「出展社」という）間における合意事項とします。なお、別途の定めがない限り、主催者が別途定める
「出展申込書」「出展要項」「出展マニュアル」、「各種規定」、「ガイドライン」、「ポリシー」および「指示」等も本規約の一部を構成するものとし、これらを総称して「本規約」とします。

第１条（規約の履行）

本イベントにおいて出展社は、本規約を遵守するものとします。

第２条（禁止行為）

① 本イベントに関連して、出展社は次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1) 法令または公序良俗に違反する行為
(2) 本イベントの運営を妨げ、または他の出展社、来場者もしくは関係者に迷惑、不利益または危険を及ぼすおそれのある行為
(3) 出展申込内容と異なる展示、販売または営業活動を行う行為
(4) 割当てられた小間の全部または一部を第三者に譲渡、転貸し、または使用させる行為
(5) 定められた範囲を超えて、音響、照明、装飾、実演その他の方法により過度な演出を行う行為
(6) 火気、危険物または法令上規制のある物品を持ち込み、または使用する行為
(7) 指定場所以外での広告宣伝、配布物の配布、アンケート収集その他これらに類する行為
(8) 他の出展社の営業を妨害し、または誹謗中傷する行為
(9) 来場者に対する強引な勧誘、虚偽または誤認を招く説明その他不適切な営業行為
(10)主催者または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する行為
(11) 本イベントの名称、ロゴ、資料等を不適切に使用する行為
(12)主催者の指示に従わない行為
(13)その他、主催者が本イベントの運営上不適切と合理的に判断する行為

② 出展社が上記の定めに違反した場合、主催者は、催告なく即時に出展契約を将来にむけて解約できるほか、展示またはコンテンツの掲載・配信・装飾物等の撤去・変更・中止等の
措置を講じることができるものとします。

③   前②の場合、主催者は、出展社から事前に支払われた出展料その他一切の費用について返還義務を負わないものとし、これにより出展社および関係者に損害が生じた場合で
あっても、一切の責任を負いません。また、当該措置に関連して主催者に損害が生じた場合、出展社はその全額を賠償するものとします。

第３条（出展資格）

本イベントに参加可能な出展社は、主催者が定める本イベントの趣旨に沿う製品またはサービスを提供する企業・団体その他の事業体に限られます。
出展内容が本イベントの趣旨に適合するか否かについては、主催者が最終的に判断するものとします。

原稿確定です
※法務確認済みのものを

コピペしています

現在最終確認中です
※4/9_18:30ごろ法務へメール

(石島)

出展規約
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調整済み



原稿確定です
※法務確認済みのものを

コピペしています

現在最終確認中です
※4/9_18:30ごろ法務へメール

(石島)
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第４条（契約の成立）

① 出展を希望する事業体・団体は、本規約に同意の上、本イベントへの出展を申し込むものとします。
② 主催者は、出展希望者から出展申込を受領し、申込内容を確認・審査したうえで、出展申込を承認する場合には「出展申込受理通知」を発行します。

当該出展申込受理通知の発行をもって、主催者と出展社との間で、本イベントに関する出展契約（以下「出展契約」という）が成立するものとします。

第５条（出展社名の取り扱い）

出展社は、主催者が本イベントにおいて、Web登録フォームに入力された出展社名を、リアル展示会の広告、公式Webサイト、各種告知媒体等に掲載することをあらかじめ承諾する
ものとします。出展社は、出展申込時に、必ず展示会で掲出する正式な出展社名をWeb登録フォームに入力するものとします。

第６条（展示会場内の出展物・販売物の制限）

① 出展社が展示場内で展示および販売が可能なものは、主催者の判断する本イベントの趣旨に沿う製品およびサービスに限るものとし、出展社はこれを承諾します。
② 出展社は、自社が取り扱う製品・サービス以外の展示または販売を行うことはできません。共同出展を希望する場合は、事前に主催者へ通知し、承諾を得るものとします。
③ 展示・販売の内容、方法、演出については、主催者の判断により制限を課す場合があります。

第７条（展示小間位置・セミナー時間割の決定）

主催者は展示小間位置およびセミナー時間割を、申込日、出展規模、および出展内容等を考慮のうえ、自ら決定するものとします。
また会場レイアウトについても、小間位置の公表後であっても、必要に応じて変更できるものとします。

第８条（出展料金の支払）

① 主催者は、第4条に定める出展契約の成立後、出展社に対して出展料金の請求書を発行します。出展社は、請求書に記載された支払期日までに、請求された出展料金全額を、
主催者が指定する銀行口座へ振り込むものとします。なお、振込手数料は出展社の負担とし、出展料金は原則として前納制とします。

② 出展社が広告会社を通じて出展申込を行った場合、主催者は当該広告会社に対して請求を行い、出展社は、広告会社の定める支払条件に従って出展料金を支払うものとします。
③ 支払期日までに出展料金の入金が確認できない場合（広告会社経由の場合には、広告会社から主催者への入金が確認できない場合を含みます）、

主催者は、出展契約の全部または一部を解約することができるものとします。この場合、出展社の責に帰すべき事由により主催者に損害が生じたときは、
出展社は、その全損害を賠償するものとします。

④ 出展料金は、展示小間、セミナー枠、その他出展申込内容に基づき提供されるすべてのサービスの対価とします。なお、出展にあたっては、出展料金とは別に、
装飾費、インターネット回線費、各種オプション費用等が発生する場合があり、これらの費用はすべて出展社の負担とします。
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第９条（出展社による解約）

① 出展社が、第4条に基づき出展契約が成立した日（出展申込受理通知の発行日）以降に、出展契約の全部または一部を解約する場合は、書面または主催者が認める方法
（口頭による解約は不可）により、主催者に対して通知するものとします。

② 出展社による解約に伴い解約料が発生する場合には、出展社は、主催者が発行する解約料の請求書を受領後30日以内に、当該請求金額（消費税別）を支払うものとします。

③ 広告会社を通じて出展申込を行った場合、解約に関する請求および支払については、当該広告会社の定める条件に従うものとし、出展社は、広告会社に対して
解約料を支払うものとします。

④ 前各号により出展社が主催者に解約料を支払うべき場合、主催者において既に受領した出展料金がある場合、当該出展料金から解約料を差し引いて精算できるものとします。

⑤ 出展契約成立後の解約に関する解約料は、以下のとおりとします。出展契約成立日から申込締切日までの解約：解約料は発生しません。

申込締切日の翌日以降の解約：出展料金の100％を解約料として支払うものとします。

第10条（反社会的勢力の排除）

① 出展社は、主催者に対し、自己（法人の場合はその役員および実質的に経営を支配する者を含む）が、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、
社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という）に該当しないこと、ならびに次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、
保証するものとします。

(1) 反社会的勢力が経営を支配している関係を有すること

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与している関係を有すること

(3) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用する関係を有すること

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている関係を有すること

(5) 役員または経営に実質的に関与する者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

② 主催者は、出展社が前項の表明保証に違反した場合、または反社会的勢力に該当すると合理的に認められる場合には、何らの催告を要することなく、
直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。

③ 主催者は、出展社が自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ったと合理的に認められる場合には、何らの催告を要することなく、
直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いる行為
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(4) 風説の流布、偽計または威力を用いて主催者の信用を毀損し、または業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

④ 主催者は、本条に基づく措置を講じるにあたり、出展社に対して必要な調査への協力または資料の提出を求めることができる。

⑤ 主催者は、出展社が前項の求めに応じない場合、または提出された資料に合理的な疑義があると判断した場合には、本契約の全部または一部を解除することができる。

第11条（契約解除）

① 主催者は、本規約に定める契約解除の定めのほか、出展社が本規約に違反し、主催者が相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該期間内に是正されない場合、
書面または電磁的方法による通知をもって、本契約の全部または一部を解除できるものとします。

② 主催者は、出展社に次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。

(1) 出展申込書その他の提出書類に虚偽の記載があった場合

(2) 出展料その他主催者に対する支払義務を履行しない場合

(3) 法令または公序良俗に違反する行為を行った場合

(4) 反社会的勢力との関係が判明した場合

(5) 次のいずれかに該当する場合

ア． 差押え、仮差押え、仮処分または強制執行を受けたとき

イ． 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申立てがあったとき、または自らこれらの申立てを行ったとき

ウ． 手形または小切手の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けたとき

エ． 租税公課の滞納処分を受けたとき

オ． 支払停止または支払不能の状態に陥ったと認められる相当の理由があるとき

カ． 営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡し、または解散を決議したとき

キ． その他信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると主催者が合理的に認めたとき

(6) 本イベントの運営または他の出展社もしくは来場者に重大な影響を及ぼすおそれがあると主催者が合理的に判断した場合

③ 主催者は、前①②に基づき契約を解除した場合であっても、出展社において既に発生している出展料その他の金銭債務の支払義務については、
その履行を免除しないものとします。
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第12条（損害責任）

① 主催者の免責および出展社の賠償責任

主催者は、出展社およびその関係者が本イベント（リアル展示、Web掲載、配信を含む）への出展・参加を通じて被った人身および財物に関する傷害、損害等について、
故意・重過失である場合を除き一切の責任を負いません。出展社は、その従業員、代理人、委託先その他関係者の故意・過失によって、会場の施設・設備、第三者の人身または
財物に与えた一切の損害について、自己の責任と費用において賠償するものとします。

② 主催者に損害が発生した場合
前項の損害に関し、主催者が第三者から賠償請求を受けた場合、当該出展社は、自らの責任と費用においてこれに対応し、主催者に損害が生じた場合には、
弁護士費用（着手金・報酬金等を含む）を含む全額を速やかに賠償するものとします。

③ 主催者の制作物に関する免責
主催者は、本イベントの公式Webサイト、配信画面、その他プロモーション資料等において、不可抗力または軽微な過失により生じた誤字・脱字等について、
一切の責任を負わないものとします。

④ コンテンツ掲載・配信に関する免責
出展社（従業員、委託先および関係者を含む）において本イベントに関連して生じた障害および損害等について、主催者は故意・重過失である場合を除き、
一切の責任を負いません。

⑤ コンテンツの権利処理および不可抗力
本イベントで展示、掲載または配信されるコンテンツ等の権利処理は、出展社が予め自己の費用と責任において行うものとします。また、天災その他の不可抗力により発生した
事故（盗難、紛失、火災、損傷等）について、主催者は賠償責任を負いません。出展社は、必要に応じて保険加入等の措置を講じるものとします。

⑥ 主催者指示による変更・中止に伴う費用負担
主催者の指示により生じた装飾・構造方法、音量、展示内容・方法、演出方法等の変更・中止に伴う費用は、出展社が全額負担するものとし、主催者はその理由を問わず、
いかなる支払義務も負いません。

⑦ 会場施設・設備に対する損害
出展社は、その従業員または関係者の不注意等により会場の建築物または設備に損害を与えた場合、ただちにその全損害を賠償しなければなりません。

⑧ 予想入場者数に関する免責
主催者が本展示会の予想入場者数を公表した場合でも、当該予想入場者数はあくまで予測であり、出展社はその数が保証されるものではないことを承諾するものとします。
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第13条（設備の負担等）

① 出展社が支払うべき出展料金は、展示小間、セミナー枠および申込内容一式に対する対価であり、出展に際して必要となる装飾費、通信回線費、機材費等の諸費用は、
すべて出展社の負担とします。

② 出展社は、自己の責任と費用において、情報セキュリティ対策（ウイルス対策、不正アクセス防止、情報漏洩防止等）を講じるものとします。

第14条（イベントの延期・変更・中止）

①主催者が、その責に帰すべき事由に基づき本イベントを延期、会期変更または中止した場合、主催者は、開催残余日数を基準として日割計算した金額を、
出展社に返金するものとします。

②前記に基づく主催者の責任は、当該返金に限定されるものとします。一方、主催者の責によらない事由により、本イベントの全部または一部が中止された場合、
主催者は出展社に対して返金を含む一切の責任を負わないものとします。

第15条（不可抗力による本展示会の開催変更または中止）

主催者は、以下の各号に定める不可抗力により本イベントの開催が困難または不可能となり、または不可抗力が生じるおそれがあると主催者が判断した場合には、本イベントを
延期し、会期期間を変更し、または中止することができるものとします。この場合、主催者が既に受領した出展料金については、出展社へ返金しないものとします。また、出展社が
これらの不可抗力に基づく本イベントの延期、会期変更または中止によって損害を被った場合であっても、主催者は出展社に対して一切の責任を負わないものとします。

(1) 本イベントに係るコンピュータ・システムの緊急点検が必要な場合

(2) コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合

(3) 天災地変（地震、台風、暴風雨、津波、洪水、地すべり、落雷、爆発、火災等を含む）

(4) 社会的混乱（戦争、テロ、敵対行為、内乱、暴動、市民騒擾等を含む）

(5) 公権力による行為（法令・規則の制定改廃、政府機関の介入、行政命令、通商禁止等を含む）

(6) 感染症・伝染病（各種細菌、各種ウイルス等の蔓延を含む）

(7) 資材・資源不足（電気・ガス・水道の供給停止、石油・原材料・資材の不足等を含む）

(8) 労働争議（ストライキ、サボタージュ、ロックアウト等を含む）

(9) 重要取引先の債務不履行（運営会社の破産・破綻等を含む）

(10)前各号のほか、主催者の責に帰さない事象
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第16条（個人情報の取り扱い）

① 出展社は、本イベントを通じて個人情報を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得を行うものとします。

② 出展社は適用される法令等に基づき個人情報の利用目的を通知または公表し、その範囲内で当該個人情報を利用し、かつ取得した個人情報は、
出展社が責任をもって管理・運用するものとします。

③ 万一、出展社の責に帰すべき事由により個人情報に関連して来場者に損害が生じた場合、出展社が全責任を負うとともに、自ら紛争を解決するものとします。

④ 主催者の「個人情報取得に関するご説明」は主催者ウェブサイト記載通りとし、主催者は運営、施工、電気等の委託会社その他必要となる者に対して、
業務上の理由で出展社の情報を提供できるものとし、出展社はこれを承諾するものとします。

第17条（通知）

本規約に基づく主催者から出展社への通知は、出展申込時に登録された電子メールアドレスへの送信、主催者のWebサイトへの掲載、またはその他主催者が適当と認める方法に
より行うものとします。これらの方法により通知がなされた場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第18条（権利義務の譲渡禁止）

出展社は、主催者の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、
または担保に供してはならないものとします。

第19条（知的財産権）

① 本イベントに関連して主催者が作成または提供するロゴ、資料、映像、配信コンテンツ、Webサイトその他一切のコンテンツに関する著作権その他の知的財産権は、
主催者または正当な権利者に帰属するものとします。

② 出展社は、主催者の事前の承諾なく、前項のコンテンツを複製、転載、改変、配布その他の方法で利用してはならないものとします。

第20条（秘密保持）

出展社および主催者は、本イベントに関連して相手方から開示を受け、または知り得た営業上、技術上その他一切の秘密情報について、第三者に開示または漏洩してはならない
ものとします。ただし、法令に基づき開示が求められた場合はこの限りではありません。
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第21条（遅延損害金）

出展社が本規約に基づく金銭債務の支払を遅延した場合、出展社は、支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6％の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第22条（分離可能性）

本規約のいずれかの条項またはその一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の条項は引き続き完全に効力を有するものとします。

第23条（完全合意）

本規約は、本イベントに関する主催者と出展社との間の完全な合意を構成するものであり、本規約に定めのない事項については、当事者間で誠実に協議のうえ
解決するものとします。

第24条（準拠法および合意管轄）

本規約および本契約は日本法に準拠するものとします。本規約に関連して生じた一切の紛争については、主催者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄
裁判所とします。
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① 装飾・構造方法、音量、展示内容・方法、演出・運営方法

出展社は、ブースの装飾・構造方法、音量、展示内容・方法、演出・運営方法等について「出展要項」および「出展マニュアル」等に記載されている内容に従わなければなりません。

② 公序良俗に反する演出の禁止

性的表現や差別的表現など、公序良俗に反する過剰な演出を行うことはできません。主催者が違反と判断した場合、出展社は主催者の指示に従い、直ちに是正するものとします。

③ 主催者による変更・中止指示

「出展要項」および「出展マニュアル」等に規定されていない事項であっても、主催者が必要と判断した場合、出展社は主催者の指示に従うものとします。

④ 近隣出展社への配慮

出展社は、自社の展示が近隣出展社等の妨害とならないよう十分配慮しなければなりません。

⑤ 変更・中止に伴う費用負担

主催者の指示により生じた変更・中止に伴う費用はすべて出展社の負担とし、当該変更・中止によって出展社に損害が生じた場合でも、出展社は主催者を免責するものとします。

⑥ 搬入・準備

出展社は、主催者が定める準備期間内に搬入および小間装飾を完了させるものとします。

⑦ 展示品・装飾物の撤去

展示品および装飾物は、定められた撤去時間内にすべて撤去するものとし、会期中の撤去は認められません。

⑧ 搬入・搬出遅延による損害賠償

規定期間内に作業を完了できなかったことにより損害が発生した場合、出展社はその全損害を賠償するものとします。

⑨ 防火および安全規則の遵守

出展社は、会場に適用されるすべての法令および安全規則を遵守しなければなりません。

⑩ 写真・ビデオ撮影に関する権利

出展社は展示会場内において、事前に主催者及び他の出展社等の承諾無く、自社ブース以外を対象にして撮影等することを禁止します。 （以上）

展示会場内出展規定

調整済み



お問い合わせ先

日経BP GLGa運営事務局

E-mail: glga-ope@nikkeibp.co.jp

https://events.nikkeibp.co.jp/glga/2027/jp/exhibitor/

原稿確定です
QRコードはよきスペースがあれば、で大丈夫です調整済み
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